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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

市民部 協働推進課 

２ 監査実施日 

  令和４年６月２９日 

３ 監査結果の公表日 

  令和４年７月２７日（平塚市監査委員公表第１４号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 平塚市協働事業審査会委員報酬の執 

行について、支出負担行為の時期に 

誤りがあった。平塚市財務規則等に則

り事務処理の方法を再度確認し、今後

の事務執行に当たり適正な措置を講

じられたい。 

 

財務に関する事務 

 

（１） 今回、支出負担行為の時期に誤りが 

あったことから、今後は報酬の執行事務

手続きを確認するチェックリストを作

成し、担当内でのダブルチェックを徹底

するとともに、市財務規則の規定に基づ

き適正な事務処理を行います。 

 

  以 上   


